
社会福祉協議会の組織図

理事会

理　　事：10名

うち 会　　長：1名

      副会長：2名

   常務理事：1名
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評議員会　　　　　　　　　
評議員：11名

・役員、会計監査人の選・解任、報酬等の決定などの人事権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・決算の承認、定款変更などの法人運営における重要事項の最終的な意思決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・社会福祉法人の運営がその目的から逸脱していないか監督する重要な機関　　　　　　　　　　　　　　  　
・理事等への「けん制機能」を持つ機関
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・社会福祉法人の業務執行を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・理事の職務の執行監督　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・理事長の選定及び解職

事務局長：1名
局長補佐：1名　　　　　　　　　　　　　

（アドバイスマネージャー）
事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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監事：2名
・理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・いつでも、理事及び当該社会福祉法人の職員に対し事業の報告を求め、又は当該社会福祉　　　　　　　　　　　　　　　　
法人の業務及び財産の状況を調査することができる
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・社協収支全般

・社協職員の給与、福祉厚生など

・予算決算

・事務文章の整理及管理

・社協活動協力金

・社協運営事務（理事・評議員等）

・寄付文化の推進

・ふれあいの集い

・社協だより発行

・各種団体支援

・いきいきサロン

・手話奉仕員養成講座

・手話通訳者窓口設置

・昔あそび体験学習

・赤い羽根共同募金運動

・赤十字月間の周知啓発

・地域実情の調査、把握、分析

・地域へのｱﾌﾟﾛｰﾁ

・1層協議体の運営
・2層協議体への設置運営
・2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰへの支援

・物品器具の貸出

・福祉用具の貸出

・福祉有償運送事業

・配食ｻｰﾋﾞｽの調理及配達

・生活福祉資金

・ﾌｰﾄﾞﾚｽｷｭｰ支援

・日常生活自立支援事業

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体・個人への支援

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成及養成講座

・体験学習の実施

・災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ機能の充実

・総合相談支援事業

・権利擁護事業

・包括的・継続的ケアマネジメント

・介護予防ケアマネジメント

・介護予防支援事業

・民間振興事業

・認知症施策推進事業


